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令和５年６月26日（月曜日）

午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部

１．「宮崎再生基金」について

２．本県における人材育成・確保対策について

３．総合政策部における人材育成・確保対策

について

総務部

１．宮崎再生に向けての予算編成上の対応に

ついて

○協議事項

１．県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出 席 委 員（11人）

委 員 長 日 髙 利 夫

副 委 員 長 永 山 敏 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 二 見 康 之

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 山 下 寿

委 員 山 内 いっとく

委 員 重 松 幸次郎

委 員 脇 谷 のりこ

委 員 齊 藤 了 介

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

総合政策部次長
児 玉 浩 明

（政策推進担当）

総合政策部次長

(県民生活・サミット担当) 坂 元 修 一

兼Ｇ７・推進室長

部参事兼総合政策課長 中 尾 慶一郎

広 報 戦 略 室 長 須 波 勇一郎

統 計 調 査 課 長 伊 福 隆 徳

総 合 交 通 課 長 佐 野 晃 浩

中山間・地域政策課長 湯 地 正 仁

産 業 政 策 課 長 守 部 丈 博

デジタル推進課長 甲 斐 慎一郎

総務部

部参事兼財政課長 高 妻 克 明

事務局職員出席者

政策調査課主事 原 田 智 史

政策調査課副主幹 田 代 篤 生

○日髙委員長 それでは、ただいまから宮崎再

生対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）を御覧ください。

本日は、総合政策部と総務部より宮崎再生に

向けた取組について及び人材育成・確保対策に

ついて、概要説明を受けた後に、質疑を行いた

いと思います。その後、県内調査等について御

協議いただきたいと思いますが、このように取

り進めてもよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩
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午前10時１分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

本日は総合政策部及び総務部に御出席をいた

だきました。執行部の皆様の紹介につきまして

は、お手元に配付の配席表に代えさせていただ

きたいと思います。

それでは、執行部から概要説明をお願いいた

します。

○重黒木総合政策部長 おはようございます。

総合政策部長の重黒木です。

本日はこの宮崎再生対策特別委員会に説明の

機会をいただき、本当にありがとうございます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、概要説明をさせていただきます。

本県でございますけれど、御承知のとおり３

年にわたる新型コロナウイルスの感染拡大に加

え、現在も物価高・原油高で県民の暮らし、そ

れから経済に大きな影響を受けているところで

ございます。

こういった中で、５月８日でございますけれ

ども、コロナにつきましては５類に移行しまし

て、大きな転換点を迎えたところでございます。

ようやく日常を取り戻しつつあるのかなと考え

ているところでございます。

今後、地域の持続的発展を目指しまして、当

部といたしましては、庁内はもちろんのこと、

市町村や企業、民間団体等とも連携・協働しな

がら、宮崎再生対策に資する各施策に全力で取

り組んでまいります。

日髙委員長をはじめ委員の皆様方におかれま

しては、これまで以上の御指導・御支援をよろ

しくお願い申し上げます。

それでは、本日御報告させていただく項目で

ございますけれども、お手元の特別委員会の資

料の目次を御覧ください。

本日は、まず宮崎再生に向けた取組について

ということで、予算編成上の対応を財政課長か

ら、また宮崎再生基金について、総合政策課長

から御説明をいたします。次に、宮崎再生に向

けての課題であります人材育成・確保対策につ

きまして、それぞれ担当課長のほうから説明を

させていただきます。

私からの説明は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○高妻財政課長 宮崎再生に向けての予算編成

上の対応についてでございます。

資料の３ページ、（１）予算編成上の対応の概

要というページを御覧ください。

昨年９月からこの６月補正までの間に、総

額825.8億円の予算を計上しまして、コロナ禍や

物価高騰、令和４年台風第14号災害から、県民

の皆様の暮らしや県内経済の回復を図る宮崎再

生の取組を実施しております。

その主な内容につきましては、主な内容の

（１）から（６）であります。

まず、（１）宮崎再生基金の設置及び積み増し

であります。

後ほど総合政策課から説明がありますけれど

も、国の臨時交付金等だけに頼らず、宮崎再生

の取組を独自に展開していくために、昨年９

月、30億円の基金を設置しまして、令和４年度

の補正予算、そして今年度の当初予算で活用し

てまいりました。さらに、この６月議会では25

億円を積み増し、合計55億円を活用していると

ころであります。

（２）宮崎再生基金の活用についてでありま

すが、これまでにインバウンドの誘客促進やＧ

７農業大臣会合開催経費等の独自の需要喚起や

交流回復に21.4億円、また、その後ろの括弧内

令和５年６月26日（月曜日）
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に米印がありますが、物価高騰等の対策に18.9

億円、合計40.3億円を活用したところでありま

す。

その下（３）の地方創生臨時交付金等を活用

した物価高騰等対策には140.7億円であります。

これによりまして、プレミアム付商品券の発行

や、私立学校生徒寮食の支援といった生活者の

支援、それから、一次産業のセーフティネット

対策や特別高圧契約の中小企業の電気料金支援

等の事業者支援を行っているところであります。

その下（４）の台風第14号災害対策では、ま

ず①の非公共で8.4億円。こちらは、災害で大き

な被害を受けた商工業者や一次産業の方々を対

象に、県独自で資材や種苗の購入等の支援を行っ

たものであります。

次に、②の公共290.7億円は、災害復旧事業で

あります。これは、諸塚村の国道327号の直轄事

業負担金なども含まれております。

その下の（５）の中小企業金融対策費272.5億

円は、昨年９月の追加補正と今年度の当初で措

置した、みやざき再生支援特別貸付に係る予算

でございます。

中小企業融資制度は、県と金融機関が互いに

拠出した資金によって、貸付原資や金利の引下

げの原資を確保するものであります。主に金融

機関への貸付けという形で行いまして、約定に

基づき、年度末には全額返済されます。これを

毎年度繰り返すことで事業を実施しております。

その下（６）の全国旅行支援みやざき割、こ

ちらの実施には37.1億円です。これは、国の全

国旅行支援36億円などであります。

一番下に財源内訳を示しております。左から

国庫支出金304.9億円。資料にはございませんけ

れども、内訳は、臨時交付金が117.7億円、災害

復旧事業国庫負担金などが147.6億円、全国旅行

支援が36億円などというような内訳でございま

す。

その右が再生基金の活用分でありまして、40.3

億円。先ほど御説明したとおりです。その次の

県債が97.8億円。県債は、全額、災害復旧事業

に充てております。その横、中小企業融資制度

に係る貸付金元利収入ですが、270.6億円。その

他特定財源は4.7億円です。この、その他特定財

源と申しますのは、災害に関連する河川とか道

路の公共事業の市町村等の負担金などでありま

す。その右の一般財源は107.4億円。これも資料

にはございませんけれども、先ほど申し上げま

した、再生基金の積立金が55億円、台風第14号

災害、公共・非公共合わせてですが、48.2億円、

そのほか物価高騰等の対策に4.2億円というよう

な内訳になります。

４ページ以降の資料につきましては、今ほど

概要で御説明しました事柄を昨年の９月からの

時系列で、補正予算で何をしたかという形でま

とめておりますので、後ほど御確認ください。

説明は以上でございます。

○中尾総合政策課長 資料の８ページを御覧く

ださい。

宮崎再生基金の概要について説明いたします。

先ほど財政課長からも説明がありましたが、

コロナ禍や原油価格・物価高騰への対策につき

ましては、国の地方創生臨時交付金等を積極的

に活用し、社会経済活動の維持・回復に取り組

んできたところでありますが、県内事業者や県

民生活への影響が長期化し、先行きの不透明感

が増す中、国の経済対策のタイミング等に左右

されることなく、安定的かつ機動的に施策を展

開することを目的としまして、昨年９月に基金

を設置したものであります。

設置期間は、令和４年度から８年度までの５
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年間とし、設置時には30億円を積み立てたとこ

ろでありますが、取組を加速化し施策を積極的

に展開するため、今議会で25億円の積み増しを

お願いしているところであります。

この基金を活用し、県内需要の喚起や事業活

動の維持支援、生活困窮者をはじめとする県民

の暮らしの安定化、本格的な交流回復を見据え

た活性化対策に向けた各種事業を展開している

ところであります。

９ページを御覧ください。

基金の活用状況であります。

充当事業として、予定を含みますが、令和４

年度分が６事業に約４億2,000万円、５年度分

が42事業、約36億1,000万円を充当することとし

ており、そのうち22事業、約25億6,000万円が６

月補正分となります。今回、25億円の積み増し

を行った上での、６月補正事業充当後の基金残

高見込みは約14億7,000万円となります。

主な事業については、下記のとおりですが、

今回、６月補正で計上しているものを幾つか紹

介します。需要喚起・事業維持支援では、地産

地消・応援消費の強化のためにＧ７から始まる

官民連携農業プロジェクト事業としまして、官

民連携によるプラットフォームを創設し、家畜

排せつ物によるバイオガス発電など、地域資源

の有効活用に向けたプロジェクトを推進し、持

続可能な農業構造への転換を図ってまいります。

燃料・資源等高騰対策につきまして、交通・

物流事業者燃料高騰等対策事業としまして、燃

料価格の高止まりの影響を受ける交通・物流事

業者に対し、負担軽減を図るための支援を行い

ます。

また、旅行・交通需要の回復について、県内

旅行宿泊応援クーポン付与事業としまして、県

内旅行需要を喚起するため、県内宿泊等により

県内限定で利用できるデジタルクーポンを付与

するキャンペーンを実施いたします。

次のページになります。県民生活の安定化で

は、生活困窮者等への対応につきまして、物価

高騰等対策プレミアム付商品券等発行事業とし

まして、エネルギー、食料品価格等の物価高騰

の影響によって深刻な打撃を受けている地域経

済や県民の暮らしの立て直しを図るため、市町

村が発行するプレミアム付商品券の経費の補助

を行います。

交流回復を見据えた活性化対策では、県内外

での交流機運の醸成について、みやざき農畜水

産物の架け橋構築事業としまして、県産農畜水

産物の県内及び大都市圏での消費を促進するた

めのプロモーションを行います。

また、インバウンド拡大準備について、イン

バウンド再生加速化事業としまして、本県発着

の国際線チャーター便を活用した旅行商品造成

費を現地旅行会社に対して補助することとして

おります。

今後も、コロナ禍・物価高騰等からの再生に

向けて、基金を積極的に活用してまいりたいと

考えております。

説明は以上です。

○守部産業政策課長 11ページを御覧ください。

本県の人材育成・確保対策について御説明い

たします。

まず、①県人口の推移と将来推計につきまし

ては、県人口は、1995年の117万6,000人をピー

クに減少傾向にあり、将来推計では、2030年に100

万人を割り込み、その後も減少する見通しです。

特に15歳以上64歳までのいわゆる生産年齢人口

が大きく減少し、地域や産業を支える担い手不

足が進行することが予想されています。

12ページを御覧ください。
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②県内事業所の人手不足の状況につきまして

は、県内企業のアンケート回答に基づいた雇用

者数のＤＩの状況をお示ししています。この数

字は、雇用の状況について、「過剰」と回答した

割合から「不足」と回答した割合を差し引いた

値で、景気動向を判断する指標の一つでありま

す。

表にありますとおり、新型コロナウイルス感

染症が落ち着き、経済が活性化していく中、全

ての業種において人手不足感を感じる割合が高

くなっており、現時点においても、産業人材の

確保が本県の極めて重要な課題であることを示

しています。

13ページを御覧ください。

③県内学校新卒者の県内就職状況につきまし

ては、上のグラフのとおり、新型コロナウイル

ス感染症拡大に伴う地方回帰の動きが活発に

なったことにより、高校及び大学新卒者の県内

就職率は、近年、上昇傾向にありますが、下の

グラフのとおり、高校生自体の数が減少してい

ることに伴い、高校新卒者の県内就職者数は減

少傾向にあります。

14ページを御覧ください。

このような中、本県においては、各分野にお

きまして様々取組を実施しておりますが、ここ

では、主な取組を御説明いたします。

まず、左上にありますとおり、平成28年度に

各産業団体や大学、金融機関、労働団体といっ

た県内の産学金労官の13機関で産業人財育成プ

ラットフォームを設立しました。その取組につ

きましては、後ほど御説明させていただきます。

次に、その右にありますとおり、人材確保の

ための相談窓口として、若者の就職支援機関で

あるヤングＪＯＢサポートみやざきや、移住・

就職相談員が住まいや仕事などの各種相談を応

じる宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターな

どを設置しています。

次に、中段の左にあります若者の県内定着に

つきましては、県内高校生や大学生、一般求職

者に対しての合同企業説明会等の開催や、県外

の学生や大学に対して県内就職の働きかけ等を

行う就職サポーターの設置などに取り組んでい

ます。

次に、その右にあります、女性・外国人等の

人材確保につきましては、女性の能力が十分に

発揮されるためのキャリアアップ等の支援や外

国人留学生等の就職・採用支援などを実施して

おります。

次に、一番下にあります、人材育成、県内事

業者の魅力向上につきましては、働きやすい職

場「ひなたの極み」認証制度の普及啓発や、県

内の企業情報や職場環境、住環境の魅力発信な

どに取り組んでいるところであります。

15ページを御覧ください。

ここでは、産業政策課が実施する部局横断の

取組を２点御説明させていただきます。

まずは、先ほども説明しました産業人財育成

プラットフォームについてです。

中ほどにある主な取組であります。①ひなた

ＭＢＡ、みやざきビジネスアカデミーにつきま

しては、平成28年度から本県の産業を牽引する

中核人材を育成するためのプログラムを実施し

ており、昨年度は813名が修了したところです。

次に、②企業と学生の交流機会創出につきま

しては、県内企業や高等教育機関、大学生、高

校生等が就職活動の前段階として、気軽に交流、

意見交換する機会を設けるものです。

③みやざき版インターンシップの構築につき

ましては、インターンシップが企業の採用活動

の中で重要な位置づけとなっていることから、
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企業向けのセミナーの開催やコーディネーター

による伴走支援を実施するものです。プラット

フォームの取組は、構成機関がそれぞれの取組

を支え、産学金労官が一体となって実施するこ

とにより、取組の効果を高めております。

16ページを御覧ください。

⑥ひなた創生のための奨学金返還支援事業に

つきましては、事業の目的は、宮崎の将来を担

う産業人材の県内定着を図るために実施してい

るものであります。

また、事業の概要は、奨学金返還支援に賛同

する支援企業に就職した若者に対し、支援企業

と県が共同で積み立てた基金から奨学金返還支

援金を交付するもので、右の図のとおり、大学

院・６年制大学の場合、限度額が150万円など、

卒業した学校の区分により限度額が定まってい

ます。

なお、今年度からは、図の一番下にあります、

高校生等の区分が新たに追加になったところで

す。

左下にあります支援の例のとおり、４年制大

学卒で100万円の支援を行う事例の場合、支援金

を就職して１年・３年経過時に30万円ずつ、５

年経過時に40万円の計３回に分けて交付してお

り、うち支援企業は４分の１に当たる25万円を

負担していただいております。

右下の実績でありますが、令和５年度奨学金

返還支援企業数は132社、令和４年度の支援額

は、68名に対し1,846万5,000円を交付していま

す。

人材育成・確保につきましては、様々な課題

がある中、一つ一つを丁寧に対応するとともに、

将来を見据えた施策を積み上げていくことが重

要であることから、引き続き、関係機関が一体

となって必要な取組を実施してまいります。

次に、産業のデジタル分野における人材育成

・確保について御説明いたします。

17ページを御覧ください。

まず、①産業のデジタル人材とは、について

であります。

県では、一定のＩＴ技術者資格を有しシステ

ムの運用・開発などを行う、いわゆるＩＴ人材

だけではなく、基礎的なデジタル技術の情報や

活用手法等に関する知識を有し、社内のデジタ

ル化を推進することができる人材を含めてデジ

タル人材と位置づけております。

次に、②現状と課題についてであります。

まず、下の表を御覧ください。これは、みや

ぎん経済研究所のデジタル化の制約要因に関す

るアンケート結果になりますが、社内体制が不

十分、デジタル人材不足が上位２つを占めてお

ります。

そのため、産業のデジタル化を広く普及させ

ていくためには、社内のデジタル化を推進する

人材を育成し、社内体制を強化させていくこと

が課題となっていることから、産業政策課では、

社内人材の育成・確保にポイントを絞って取組

を進めております。

次のページを御覧ください。③主な取組につ

いてであります。

まず、ＤＸ推進セミナーでありますが、デジ

タル技術の活用事例や最新情報を提供するセミ

ナーを実施しており、令和４年度は６回開催し、

延べ489名に参加していただきました。

次に、ＤＸ塾でありますが、事業者の現場を

実習フィールドとして、課題の洗い出しやデジ

タル技術を活用した改善のアイデア出しなど、

ＤＸの一歩を踏み出すための手法を学ぶ講座を

実施しており、令和４年度は６回を塾生21名が

連続で受講しております。
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次に、ひなたデジタルアカデミアであります

が、高校生・大学生向けにＩＴスキル関連の講

座を実施するとともに、ＩＴ企業等への就職支

援を実施しており、令和４年度の修了者は45名

となっております。

次に、地域密着型ＩＴ人材育成でありますが、

離職者・求職者向けにＩＴスキル関連の講座や

ＩＴ企業等への就職支援を実施しており、令和

４年度は82名が受講し、48名の就職につながっ

ております。

最後に、社内の階層ごとのデジタルリスキリ

ングでありますが、これは今議会で予算計上し

ております、産業デジタルリスキリング推進事

業であります。経営・マネジメント層、デジタ

ルリーダー、デジタル推進員といった３階層ご

とに必要とされるデジタル知識等のリスキリン

グを実施する予定としております。

説明は以上であります。

○佐野総合交通課長 総合交通課でございます。

それでは、交通分野における人材育成・確保

について御説明をいたします。

カラーのほうで御説明をいたしますので、お

手元のタブレットの資料19ページを御覧くださ

い。

まず、①の現状でありますが、交通分野にお

ける人材は、人口減少や新型コロナの影響によ

る交通需要の低下などもありまして、減少傾向

となっております。

その下のグラフにつきましては、それぞれ赤

の折れ線グラフが利用者数、黒の棒グラフが運

転士数を示しております。

まず、左側の乗合バスにつきましては、コロ

ナ禍前となる令和元年度の利用者数は約954万人

でありましたが、令和３年度は約687万人と約３

割減少となっております。また、運転士数につ

きましても同様に、319人から272人と、47人で

すけれども減少をしているところでございます。

次に、中央のタクシーにつきましても、令和

元年度の利用者数は約971万人でありましたが、

令和３年度は約574万人と約５割減少し、運転士

数も同様に、2015人から1,752人と、263人減少

しているところでございます。

次に、右側の空港の地上業務を行うグランド

ハンドリングスタッフにつきましては、全国の

従業員数が、令和元年３月は２万6,300人であり

ましたが、本年４月は２万2,500人と約15％減少

しております。また、県内企業におきましても、

回復傾向にはあるものの、コロナ禍前より約５

％減少しているところでございます。

次に、②の課題についてでありますが、コロ

ナ禍からの需要回復と業務効率化による人材不

足への対応、そして給与面等の待遇改善と新規

就業者の研修環境整備が必要と考えております。

最後に、③の主な取組でございますが、まず

需要回復・業務効率化といたしまして、今議会

で補正予算をお願いしております、高齢者向け

のバスの企画乗車券やプレミアム付きタクシー

回数券により、コロナ禍からの需要回復を目指

すこととしております。また、予約に応じて最

適なルートを運行する、路線バスのＡＩデマン

ド化により業務の効率化を図ってまいります。

また、県民向けのパスポート取得支援につき

ましては、年齢制限を撤廃し、対象を拡大する

ことにより需要回復を目指すことにしておりま

す。

次に、右側の待遇改善・研修環境整備であり

ますが、バス・タクシーにつきましては、今議

会で補正予算をお願いしております、事業者に

対する第二種免許等取得支援により、県の支援

額以上の額を新規就業者へ給与等で還元するこ
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とで待遇改善を図り、さらなる就業者確保につ

なげていくこととしております。

また、空港の地上業務につきましても、今議

会で補正予算をお願いしております、空港受入

体制整備支援により、合同採用説明会や研修会

を実施し、スタッフの確保につなげていくこと

としているところでございます。

総合交通課の説明は以上でございます。

○湯地中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課です。

資料の20ページを御覧ください。

中山間地域における人材育成・確保について

であります。

まず、①の現状についてですが、産業別就業

者数と県外からの移住世帯数の推移という２つ

の表・グラフを記載しております。

まず、産業別就業者数を御覧ください。この

表は、15歳以上の就業者数を産業別に比較した

ものです。令和２年の中山間地域の太字で記載

した、対平成27年比増減の行を見ていただきま

すと、合計でマイナス4.2％、第一次産業でマイ

ナス10.9％ということで、中山間地域全体の就

業者数が減少し続けており、特に基幹産業であ

る農林水産業の減少幅が大きくなっております。

次に、右側の県外からの移住世帯数の推移と

いうグラフについてですが、移住世帯数は年々

増加しており、中山間地域への移住も増えてい

る状況にあります。

なお、グラフでは、令和３年度までのデータ

となっておりますが、令和４年度のデータがご

ざいますので口頭で説明をさせていただきます。

令和４年度の全体の件数が994件、中山間地域以

外が739件、中山間地域が255件となっておりま

す。

続いて、②の課題についてですが、中山間地

域の産業を支える人材が減少する中、都市部か

ら中山間地域への新たな人の流れをいかにして

取り込んでいくかが課題となっております。

資料の21ページを御覧ください。

③の参考、「特定地域づくり事業協同組合制度」

の活用・設立促進についてです。

都市部から中山間地域へ人材を取り込むこと

については、移住対策や地域おこし協力隊など

様々な施策や制度がありますが、今回は新たな

手法である特定地域づくり事業協同組合制度に

ついて御説明いたします。

この制度は、地域の担い手を確保するために、

令和２年６月に施行された（通称）人口急減地

域特定地域づくり推進法に基づき、新たに創設

されたものであります。

制度の概要としましては、記載のとおり、地

域人口の急減に直面する地域において、事業協

同組合が特定地域づくり事業─これはマルチ

ワーカーに係る労働者派遣事業になります─

を行う場合に、知事が事業認定することで、労

働者派遣事業を労働局への届出のみで実施でき

るようにするもので、併せて、組合の運営費に

対して財政的支援を受けることができます。

その下の囲み部分ですが、人口急減地域では、

事業者単位で見ると年間を通じた仕事がないこ

とや安定的な雇用環境や一定の給与水準を確保

できないことが課題となっております。そうし

た課題に対して、この制度では、地域全体で農

林漁業や製造・加工業、サービス業など人手不

足に悩む多様な業種の仕事を組み合わせて年間

を通じた仕事を創出し、安定的な雇用環境等の

下に、組合で雇用した職員─これは主に移住

者になりますが─を派遣するものであります。

その下のポンチ絵が、特定地域づくり事業協

同組合の全体像を示したものになります。時間
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の都合もありますので詳細は触れませんが、今

回、組合から派遣された職員がどういった形で

業務に従事するのかを簡単に御説明をいたしま

す。

資料の22ページを御覧ください。

参考に、この１月に県内で初めて特定地域づ

くり事業として認定された、日南市のＡＣにち

なん事業協同組合の概要を記載しております。

下の派遣イメージのところを御覧ください。

これは、基本的には組合の会員事業者への派遣

となりますが、例えば、職員Ａを見ていただく

と、４月から６月までを宿泊業（ホテル）にな

りますが、７月から９月までを農業（イチゴ農

家）、10月から12月までを農業（養鶏農家）、２

月・３月は宿泊業（ホテル）というように、繁

忙期をうまく組み合わせることで、季節ごとに

複数の仕事に従事することになります。

令和５年６月の現時点で、日南市と諸塚村の

２つの組合が認定を受けておりますが、特定地

域づくり事業協同組合は、移住促進、担い手の

確保、人手不足の解消など様々な点から地域活

力の維持への効果が期待できると考えておりま

すので、県としても市町村と協力して組合設立

に向けた取組を進めてまいります。

説明は以上であります。

○日髙委員長 それでは、執行部の説明が終わ

りました。御意見、質疑等がございましたら、

それぞれ御発言をお願いしたいと思います。

○二見委員 財政課長にお聞きします。企業版

ふるさと納税をもうちょっと頑張るべきではな

いかと思い説明を聞いていました。奨学金返還

支援事業の中では、この財源には企業版ふるさ

と納税を充てていたと思うのですが、企業版ふ

るさと納税は、全部基金のほうに積み立ててい

るのでしょうか。

○高妻財政課長 一旦、基金のほうに入れると

いう形にはなります。企業にとってみれば、寄

附した額の最大９割税額等の控除が受けられる

というメリットがございますので、これから伸

ばしていくべき財源だと考えております。

○二見委員 企業からもらったふるさと納税は、

このみやざき産業人財確保支援基金に全部行く

わけですね。

○高妻財政課長 そのようになっております。

○二見委員 今、この基金の運営、運用状況と

いうのは何か分かりますか。

○中尾総合政策課長 ふるさと納税につきまし

ては、募集の段階で、５つのカテゴリーに分け

ております。そのうちの一つが、先ほど申し上

げた、みやざき産業人財確保分野、それ以外に

も、ゼロカーボン推進分野であるとか、スポー

ツランド推進分野、フードビジネス振興分野、

そういった５つのカテゴリーに分けて募集をし

ているところでございます。

○二見委員 みやざき産業人財確保支援基金の

今の運用状況、いわゆるふるさと納税のこれま

での額とか、その辺りは分からないですか。

○守部産業政策課長 令和５年３月31日付現在

のみやざき産業人財確保支援基金につきまして

は、１億9,700万円余りの金額となっております。

○山下委員 20ページの中山間地域における人

材育成・確保事業でお尋ねしたいのですが、令

和元年と令和３年の表を見てみますと、300世帯

以上の増加となっております。何が一番魅力で

こんなに増えていると分析されていますか。

○湯地中山間・地域政策課長 地方に移住され

る方の気持ちについては、やはり今、地方回帰

の流れがありまして、それと併せて、テレワー

ク等が日常生活で当たり前のような状況になっ

てきています。要は、場所を特定しなくても、
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いろんなところで働くことができるというとこ

ろがあると思います。

あと、都会の方々にとって自然と触れ合う田

舎での暮らしというのは、一定の魅力があって、

それができる環境が、最近整ってきているとこ

ろが大きいのではないかと思っています。

○山下委員 川南の人口は、１万4,000人も切り

つつあるのですが、今、１年間の出生数が100人

を切って80人台ですよ。これだけの人が来るよ

うな取組ができるのであれば、これからは、デ

ジタル社会になるわけですから、もっと力を入

れて人口減少を食い止めるような施策を、いろ

んな補助金を使ってでもやるべきではないかな

と思うのですが、いかがでしょう。

○湯地中山間・地域政策課長 中山間地域政策

課では、移住の担当をしているのですが、基本

的に県外からのできるだけ若い世帯の移住者に

来ていただきたいということで、県内の中小企

業とかに就職される方に移住支援金を支給した

りする事業もございます。

また、例えば、東京都、大阪府、福岡県といっ

た都会に実際に行って、市町村と協力し、移住

に関するセミナーや相談会を開催したりしてい

るところで、以前と比べると参加いただける方

もかなり増えております。コロナの影響がどう

なるのかというところはありますが、今後、増

えていくようにしていきたいと思っております。

○山下委員 川南町の田舎に住んでいると、な

かなか来てくれないだろうというのが、最初の

第一印象だったのですが、このように数字が現

れてくると、増える要素がある部分に力を入れ

ていくべきだと思いますので、よろしくお願い

しておきます。

○外山委員 関連で伺いますけれども、この５

年間で移住世帯が3,174。これは、令和３年を例

に取ると884となっていますが、戻っている件数

とか把握されていますか。

もう一つは、他県もかなり移住については力

を入れていると思うのですが、この宮崎県への

移住の数字は、他県に比べて突出して多いのか、

少ないかといった、比較データはあるのですか。

○湯地中山間・地域政策課長 移住された方が

その後、どうなったかということについては、

把握できていないという状況です。

他県との比較という部分につきましては、そ

れぞれの県で数字の把握の方法や考え方が異

なっておりまして、例えば、宮崎県だと、県と

市町村のいろんな施策を通して来られた方につ

いて把握をしているのですが、四国の愛媛県だ

と、今年度は5,000世帯以上と言われております。

ただ、その把握方法自体が、こちらも詳しくは

知らないのですが、県外から来た世帯から転出

した世帯を引いたものをそのまま移住としてい

る可能性もあり、他県との比較ができていない

のが現状です。

○外山委員 別件ですが、19ページのグラハン

－いわゆる空港の地上業務です。今日のテレ

ビ番組で、大分空港と韓国との就航便が約１年

遅れた要因の一つに、地上業務員が不足してお

り、ようやくＪＡＬとＡＮＡが共同で配置をし

て、就航が始まったと放映しておりました。宮

崎空港でも、要因の一つにこういったことがあ

るのでしょうか。

○佐野総合交通課長 宮崎空港につきましては、

昨年の11月にチャーター便から、国際線が再開

いたしまして、特に韓国からのソウル線につい

ては、今年に入ってプログラムチャーターとい

う形で週２便程度、２か月にわたって運航して

いただきました。

その中でも、アシアナ航空の場合は、定期便
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で飛んでいた頃は、カウンター業務は直営で、

後ろのハンドリングは、ＡＮＡが受けていただ

いていました。定期便再開に向けて、基本的に

は、今までどおりＡＮＡで、ハンドリングはし

ていただけるということとなっております。し

かし、全体的な人数は若干減っていることから、

そこの補充については、今後、また募集をして

いくとお話をしているところでございます。

○齊藤委員 まず11ページ、人口動態のところ

でお伺いします。よくこの人口動態の推移表を

目にするのですが、令和12年の100万人割れとい

うのは、今から７年後ぐらいで、そんなに大き

な違いはないのに対し、2100年―令和82年に

なると、推測であって、実際このような数にな

るのかなと非常に疑問を持っています。この統

計というのは、何年先ぐらいまでが、このよう

になると判断したらいいのでしょうか。

○中尾総合政策課長 こちらの人口の推移でご

ざいますけれども、現在、長期ビジョンとアク

ションプランを策定をしており、それについて

の数字になります。基本的には、現在の合計特

殊出生率と社会減が今後も推移した場合という

想定ですが、確かに今後、特殊出生率や社会減

の変更等があれば、将来にわたってこの差の乖

離は出てくるとは思います。現時点では、その

ような想定で計算をしているところでございま

す。

○齊藤委員 何年先ぐらいの数字については、

何％ぐらいの確率でということは全く分からな

いのですね。

○中尾総合政策課長 先ほど申し上げたとおり、

合計特殊出生率や社会減が、今後、変更等にな

れば、数字等は変わると思いますが、今の時点

で何％というところは難しい状況でございます。

○齊藤委員 それから、今度は15ページのひな

たＭＢＡについて、令和４年度の実績で27プロ

グラム、修了者が813名と記載されていますが、27

プログラムは、主にどのようなことをされたの

かということと、修了者はどのような業種の方

たちがなのか教えてください。

○守部産業政策課長 プログラムの主な内容で

すけれども、経営者向けにやっている経営実践

ゼミや、新入社員の合同研修、さらに３年ぐら

いまでの若手社員の合同研修、あと食品関連の

プログラムといたしまして商品開発コースなど

といったコースになります。

業種ですけれども、フードビジネスに関する

ものであれば、食関連産業の方々がメインにな

りますが、それ以外の、経営者向けのゼミや新

入社員合同研修、若手社員の合同研修というの

は多種の業種の方々に参加していただいており

まして、業種に隔たりがないという状況でござ

います。

○齊藤委員 ということは、県内でも資本金の

高いような企業ばかりでもなく、中小企業の方

たちも参加されているという理解でいいので

しょうか。

○守部産業政策課長 委員おっしゃるとおりで、

当然、中小企業になってきますと、研修を組む

ことができなかったり、若手だとか新入社員が

毎年１人とか２人といったところは、横のつな

がりをつくるために、県でプログラムを仕立て

て、そのような事業者向けに提供しているとこ

ろであります。

○齊藤委員 あと最後に、その次の16ページの

学生の奨学金のところでお伺いしたいのですが、

今、宮崎県内で奨学金を使って、社会に出られ

て返済しているような人たちの実態というのは

県で把握されているものなんですか。

○守部産業政策課長 正直申し上げますと、県
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内で働いている方々が奨学金をどれくらい借り

られているかという実態は統計上ございません

が、一般的に、大学生の５割ぐらいは借りてい

るだろうと言われております。

今回、新たに高校生を対象にしておりますが、

令和４年の１月時点で、県内の高校生1,083人の

方が奨学金を借りているというデータはござい

ます。

以上でございます。

○齊藤委員 借りられた方の、後々の、返済状

況というのは把握されていますか。

○守部産業政策課長 返済状況につきましては、

ひなた創生のための奨学金返還支援事業の対象

であれば債権管理できるのですが、それ以外の

方々につきましては、育英資金や奨学金を貸し

ている国の機構がそれぞれに債権管理をしてお

りますので、県でそこまでは把握できておりま

せん。

○脇谷委員 13ページ、県内学校新卒者の県内

就職率の推移について、高卒県内就職率は上昇

傾向にあり、コロナ禍において県内就職率が増

えたと喜んではいたのですが、全国平均を下回

り、本県は46位ということは、下から２番目で、

就職者数がどんどん減っているという状況です。

これはどのように考えればいいのかでしょうか。

○守部産業政策課長 人口減少になっておりま

すので、15歳とかの高校に入学する生徒は毎年

減っております。

一方で、コロナの影響や地方回帰といった取

組の中で県内就職率は上がるのですが、全体の

母数が減っているので、実数としては、下のグ

ラフのとおり減っています。

大学につきましては、定数がありますので、

今のところ、ほぼ横ばいになっているというよ

うな状況であります。

○脇谷委員 人口減少で減っているというのは

分かるのですが、上向いているんだったら、こ

の先もっと上向くという期待があるのに、全国

では、下から２番目だということで、気持ち的

に落ち込んでいくわけで、この下の数字が要る

のかなと思ったわけであります。結局は、これ

をどのようにしたいのでしょうか。

○守部産業政策課長 今年度、新たに奨学金支

援制度で高校生を入れたところであり、県内に

残ってもらうための施策をすることで、このグ

ラフの下のほうも右肩上がりになるような事業

に取り組みながら、県内の就職率の向上、さら

には、人員の増加に取り組んでいきたいと考え

ております。

○脇谷委員 下のグラフが増えていくとは、あ

まり思っていないのですが、高校の就職率は何

％という目標はあるのでしょうか。

○中尾総合政策課長 新たなアクションプラン

の中で、４年後の県内就職の目標として、高校

生が70％となっております。

県内大学等の新卒者の県内就職割合につきま

しても、55％という目標を設定しております。

○脇谷委員 22ページ、特定地域づくり事業協

同組合について、それこそ昨日、諸塚村に行っ

て思ったのですが、実際に、特定地域づくり事

業協同組合に県外の若い人たちが入ったとして、

月収20万円になるのでしょうか。

○湯地中山間・地域政策課長 基本的には、派

遣を利用される会員企業から、月額の利用料を

時間単位などで徴収しますので、それを基にし

ており、21ページのほうを御覧いただくと公費

支援のイメージがあるのですが、派遣料金収入

だけでは、全て賄うことが難しい部分がありま

す。そこに書いてありますとおり、派遣料金収

入で２分の１、市町村負担で２分の１というこ
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とになりますが、市町村につきましては国の制

度が手厚くありますので、実質的な負担は８分

の１ということになります。

そういった財政的な支援もございますので、

月20万円という金額については、十分できるの

ではないかと考えております。

○脇谷委員 日南市は月20万円をちゃんと給与

として支給していますが、諸塚村としては今ど

のような状況なのか、教えてください。

○湯地中山間・地域政策課長 計画段階ですが、

諸塚村につきましては、派遣職員の給与は月収

で16万7,000円となっております。

○脇谷委員 諸塚村も公費支援でできるという

ことで、やっていらっしゃるのか。

○湯地中山間・地域政策課長 先ほどの日南市

と同様に、既に諸塚村も同じ日に認定を受けて

事業を開始しています。今、お二人が県外から

来られて、実際に派遣事業を行われているとこ

ろです。

○脇谷委員 分かりました。日南市と諸塚村の

ほかに、どのあたりが手を挙げられているんで

しょうか。

○湯地中山間・地域政策課長 今、具体的に話

が出ているのが、椎葉村、高原町、都農町の３

つになります。

○二見委員 県内就職率について、過去の全国

平均の推移というのは分かりますか。

○中尾総合政策課長 正確な数字はちょっと今

手元にはないんですが、大体80％程度で推移を

していると考えております。

○山内委員 11ページの将来推計については、

事業とか施策を何もしなかった場合の将来推計

だと理解しているのですが、今、こうやって宮

崎再生とか子育て支援、移住政策というのをやっ

たときに、例えば20年後、30年後には、どれぐ

らいで緩やかになっていくという見込みをもっ

て事業を進められているのか、教えていただき

たいなと思ったところです。

○中尾総合政策課長 こちらの推移につきまし

ては、先ほど申し上げたとおり、長期ビジョン

を策定する際に、社会増減が現在の現状値、そ

れから出生率が当時1.7程度でございましたの

で、それが長期的に続く場合ということで見込

んでいるところでございますけれども、新たな

アクションプランでは、４年後の合計特殊出生

率の目標を1.8台としております。また、社会減

ゼロという目標を立てておりますので、これに

到達することによって、この数字というのは、

上昇に改善していきたいと考えているところで

ございます。

○山内委員 上昇に改善していくことは分かる

のですが、例えば、2040年には、今の87.2万人

というのがどれぐらいになるというのは出して

いないのでしょうか。

○中尾総合政策課長 今回の長期ビジョンの中

では、そこの将来の推計というところまでは、

出していない状況でございます。

○中野委員 関連で質問しますが、100万人割れ

になるのが令和12年ですよね。10年おきとした

数字となっていますが、具体的に100万人割れに

なるのは令和何年ですか。

○中尾総合政策課長 こちらの数字につきまし

ては、10年ごとの数字でしか出していないもの

ですから、いつ100万人を切るかというところま

では、こちらでは推計できていない状況です。

○中野委員 過去を見ても、長期計画を立てて

いろいろと対策を打ってきたけれども、日本全

体が減っているわけですから、大体シミュレー

ションどおり来ているのだと思います。

最初の長期計画では、人口100万人以上をキー
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プするということを立てられました。そして、

今の計画は、わずか四、五年のうちに「100万人

程度」に変わったでしょう。100万人以上キープ

することに、自信が持てなくなったから「以上」

が「程度」に変わって、そして、令和12年には100

万人が割れるという数字を出されましたよね。

割れるという数字を初めて見たから、ショック

でもあります。

シミュレーションを立てて、対策をと言うけ

れど、本気かなという気がしてならないです。

合計特殊出生率を幾らに上げるとか、いろいろ

な政策がありますが、それは日本全体の流れの

中であって、宮崎県の人口をどうしていくとい

う政策には乏しいと思っています。

山内議員が言った、令和22年―わずか17年

後には、人口もかなり減るという見通しはつく

わけで、右肩下がりで来ている人口がどの辺り

で、歯止めがきくということを示して、そこに

向かって政策をしてもらわないと。

米印で、人口減少を前提とした社会づくり

―持続可能な地域づくりが必要、労働力不足

への対応もするということであるけれども、実

際に、それは日本全体が減るから宮崎県も減っ

て当然だと思っても仕方ないですが、シミュレ

ーションどおりにいってしまうと、宮崎県は本

当にそのままでいいのかと思ってしまいます。

この政策をして止められるようであれば、そ

れは、自信持ってやってほしいと思うのだけれ

どもいかがでしょうか。

○中尾総合政策課長 確かに以前の長期ビジョ

ンでは、2030年に100万人というところで目標を

立てて施策を打ってきておりますけれども、や

はり人口減少というのは止まらない状況にあり

ます。自然減や社会減につきましても、コロナ

禍で回復傾向にありますが、止まらない状況で

あります。

今後、アクションプランの中でも出しており

ますけれども、合計特殊出生率を1.8台に持って

くること、それから社会減ゼロということで、

いろんな取組をしていきたいと思います。

しかしながら、人口減少が止まらないという

状況にありますので、人口減を前提としながら

も地域をいかに支えていくかといった社会づく

りについても、同時並行でやらないといけない

と考えております。

○中野委員 人口減少に歯止めをかける目標を

設けて政策をしてほしいと思います。

それから、12ページの人手不足の状況ですが、

これは人手不足感を感じる割合が高くなってい

るということですよね。コロナで人手不足になっ

たと思ったら、コロナの前から、不足感という

のはあったのではないかと思います。

どの産業でどれだけ足らないかという具体的

な指標はないのですか。

○伊福統計調査課長 職業別の有効求人倍率を

見てみましたところ、こちらのＤＩと同じよう

な傾向が出ています。例えば、建築・土木・測

量技術者とか情報処理・通信技術者、接客・給

仕職業従事者、製品製造・加工処理従事者─

これは金属工を除きます─有効求人倍率が非

常に高くなっています。令和５年３月、４月の

データになりますけれども、製造業、建設業、

卸売業、サービス業において、有効求人倍率が

３倍を超えているというような状況が見られま

す。

○中野委員 いわゆる有効求人倍率が高いとい

うことで、人手不足になると思います。人手不

足の状況でありながら、宮崎県のそれぞれ産業

がどうなっているのですか。例えば建設業も人

手不足と言われましたが、発注された工事が全
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くできなくなっているのか。どのように補われ

ているのか。

農業では、昭和30年頃から、農業人口が都市

に行って減っている状態ですよね。

専業的な農家は、経営面積が大きくなってき

ており、農業全体の生産額は上がってきている

ことから、農業としての生産自体は維持されて

きていると思います。

果たして人手不足が、産業そのものにどんな

影響していくのかということが知りたいのです。

例えば19ページの表で、交通分野における人

材育成・確保をしたいということで現状が書い

てあります。今、コロナ禍でタクシーの運転手

が少なくなったかと思うと、その前から少なく

なっているという表ですよね。そして、タクシ

ーに乗れないからということでしょうが、利用

者数も落ちています。乗合バスもそうなってい

ますが、乗れなかった人はどうしたのかと思う

んですよね。

○佐野総合交通課長 交通につきましては、乗

合バスは、ここ数年、運転士不足による減便と

いったところが総じてというところです。一番

落ち込みが激しいところは、コロナによる人の

移動の制限―夜の飲食もそうですし、そういっ

た要因が一番大きいと思っているところでござ

います。

タクシーにつきましても、お話がありました

ように、前日の予約は受けられるけれど、当日

の予約は受けられないという会社も多くありま

す。また、車はあるけれども、ドライバーがい

ないという状況にございまして、何とか早く戻

していければと考えているところでございます。

○中野委員 現実的に、利用者数が減ったわけ

ですよね。減った人は、タクシーに乗らなくて

も、家に帰られたと思うのです。歩いて帰った

人もいれば、代行を使った人もいる。家族が迎

えに来た人もいるかもしれない。そういう代替

交通を利用されたと思います。

○佐野総合交通課長 ここまでの減り方を見る

と、コロナの関係もあって、そもそも飲みに行

くのをやめられたという方がやはり多い。

外に出られなかったことが多いのかなと思っ

ているところでございます。

○中野委員 有効求人倍率は高く、人手不足と

いうことで、農業の例も言いましたが、どこか

で何か変わっていくと思います。基本的に、人

口が減ることは、働く場がないからで労働力が

外に出て行っているわけです。高校卒業の県内

就職率というのは前から言われていることです。

私の兄弟の子供が名古屋の学校にいて、同級

生がたくさんいます。ほとんど県内の市町村内

に就職して、県外に出るのは、東京の大学に行っ

て、帰ってこないぐらいの話です。ということ

は、名古屋に働く場があるから、そこにいたと

思います。

ただ、宮崎県内は働く場がないからワースト

２位で、高校生の県内就職率は増えているけれ

ども、実際は、全国どこも増えているという現

象だと思っています。働く場がなくて、外に出

て行かざるを得ないから、働く場の確保しかな

いと思います。

大きな目で見れば、農業だって大きな産業の

構造の変化があって、それに乗り遅れたから宮

崎県は過疎化になったと思っています。

○重黒木総合政策部長 まず、中野委員がおっ

しゃるような、人手不足が産業それぞれに与え

る影響みたいなところのお話なのですが、やは

り人口減少は2000年代の始めぐらいから起こっ

てきています。実はもう30年ぐらい人口減少が

ずっと続いていて、労働力人口は減り続けてい
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るところです。

そういった中で、コロナ前で、感覚的には五、

六年前ぐらいから、人手不足がすごく著しくなっ

て、各産業、どういう対策をやるんだという議

論されるようになってきたと思っています。

その30年ぐらいの間に何が起こっていたかと

申し上げますと、これまで定年60歳でお辞めに

なっていた高齢者の方々が、70歳ぐらいまで働

くようになった、あるいは75歳まで働くように

なったというところが一つです。それから、い

わゆる家庭にいらっしゃった専業主婦の方々が、

パートなり、いろんな形で働くようになったと

いうところで、労働力人口が減る部分を高齢者、

それから女性の方々がカバーして、各産業にお

ける人手不足が少し見えにくくなってきたとい

うのがこの30年ぐらいだと思っています。

ここに来て、五、六年ぐらい前から、そこも

実はもう限界になってしまって、働ける高齢者

や女性は全て働いているといった中、いよいよ

人手不足をどうしていくかとなったところで、

やはり一番大きく影響を受けるのが委員のおっ

しゃる農業やタクシー―いわゆる労働集約型

の産業でございまして、ここは、今、どういっ

たことが起こっているかというと、外国人材の

活用まで考えていかなければならないのではな

いかみたいな議論が少しされてきています。

それと併せて、機械化・デジタル化。労働力

人口が減っていっても、生産性を上げていくこ

とでカバーができないかやってきているところ

もあります。もちろん製造業も、デジタル化の

中でいろいろ機械を入れて、少ない人数でも同

じような労働、生産ができるようにしていこう

というところでございます。県としては、そう

いった労働の生産性を上げるところを支援して

いきたいというのが、今後の宮崎再生に向けた

産業活性化の一つになると思います。

それと併せて人材確保の部分、中野委員がおっ

しゃるように、若い方々に選んでいただけるよ

うな産業に変えていかなければならないと思っ

ております。農業にしてもしかりだと思ってい

ます。若い方々が、宮崎に残っても自分の夢を

叶えられるんだという企業をしっかり育てるあ

るいは誘致していく。そういった取組を関係部

局と一体となってしていくことで、人口が減っ

ていく中でも、これまでの経済の活性化あるい

は人々の暮らしがしっかりと維持できるように

施策を進めていきたいと思っております。

○中野委員 人口が減っていく、あるいは人手

不足というのは、47都道府県の共通課題ですか

らね。そういう中で、宮崎県はどうしていくの

か。働く方法をどうして確保していくのか。

人口増加については、合計特殊出生率を高め

ることもしないといけないでしょう。そして、

子供を産む女性の数そのものが少ないから、実

数は減っていきますよね。そこをどうするかと

いう政策をしなければいけない。

農業を例に取れば、女性や高齢者が働くよう

になったということは、昔から言われてきたこ

とで、外に出稼ぎに行く、そして、残った奥さ

んとじいちゃん、ばあちゃんが働く三ちゃん農

業、それから母ちゃん農業と、働く人たちの在

り方も変化してきて、それが全国共通で全産業

に移ってきていますよね。

そういう中で、宮崎県がどうあるべきかとい

うことを、総合政策部が一番中枢になるわけで

すから、人口減少を80万で止める、何年後には

止めるための政策をやってほしいと思います。

農地利用の土地制度から含めて、産業をどう

するかということですから、抜本的に変更して

いかないといけないと思っています。
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○重黒木総合政策部長 非常に大事な視点だと

思っております。

今回のアクションプランにおいても、人口減

少対策が一つありますけれど、３本目の柱のと

ころで、将来の人口安定化に向けてしっかり基

盤となるような取組をやっていこうとしており

ますが、人口安定化、すなわち人口がどこかで

フラットになるというところは、今の時点で具

体的な時期というのはお示しすることができま

せん。

今、子供を産むことができる年齢層の方々が

非常に減ってきているというところもありまし

て、この人口減少は、今後、恐らく数十年間は

続くと思っております。外国からの入りを別に

すれば、合計特殊出生率が2.07になり、社会減

がゼロになって、それがずっと続けば人口は定

常化するんですけれど、正直なところ、それは

想定することが今のところ難しいと思っていま

す。

人口減少のグラフどおりにいかないように、

まずは、人口減少のスピードを少しでも緩やか

にしていって、その間、社会全体が、人口が減っ

ていく中でも、しっかりと安定して経済なり暮

らしが回っていくような社会につくり変えてい

く。その中で長期的な対策を進めながら、どこ

かの時点で人口の安定化を図っていくというの

が我々に課せられた使命だと思っています。

当面は、人口減少のスピードを減らすために、

合計特殊出生率を1.8台に上げることと、社会減

ゼロを目指していくというところで、当面の施

策を展開してまいりたいと考えているところで

ございます。

○中野委員 100万人割れが令和12年ということ

で、曖昧な年なんですよね。せめて、令和何年

には100万人割れになるという見通しを、自信を

持って発表されたらどうかと思います。今は既

に104万人台でだから、そこから、政策を力強く

打ち出してほしいと思っています。

○重松委員 人手不足のためには、先ほど部長

もおっしゃった外国人材の活用があると思いま

すが、今の現状を教えてください。

県内で何名ぐらい外国人材の方がいらっ

しゃって、製造業や建設業、農林水産業といっ

た各業種がもし分かれば教えていただきたいの

ですが。

○伊福統計調査課長 県内に常在する外国人の

数については、令和２年の国勢調査の結果にな

りますけれども、全体で7,003人、男性が2,904

人、女性が4,099人となっております。前回の平

成27年調査と比べますと、3,155人増加しており

ます。

国籍別に見ますと、ベトナムが一番多く

て2,073人、次いで中国の1,075人、その次、フィ

リピンの684人となっております。

市町村ごとに見ますと、最も多いのが宮崎市

の2,467人、次いで都城市の1,505人、小林市の508

人などとなっております。

どのような職業にというところは、国勢調査

ではそういうデータは持っておりません。

○重松委員 分かりました。特にどんな業種が

多いのかぐらいは分かりますでしょうか。

○中尾総合政策課長 業種別でいきますと、一

番多いのが製造業で、全体の40％程度を占めて

おります。その次が農業・林業等でございまし

て、全体の15％程度ということになっておりま

す。

○重松委員 外国人をもっと活用して、何とか

人手不足を解消していただきたいと思います。

特に課題になるのが、外国人の健康保険の問題

―年金は難しいでしょうけれど、生活の支援
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をしっかり支えていくことが大事かと思います

が、県としてはどこの機関でそれを進めていらっ

しゃるのか教えていただきたいのですが。

○中尾総合政策課長 ＴＳＵＴＡＹＡの地下に

あります「みやざき外国人サポートセンター」

で、外国人に対する生活支援等のサポートを行っ

ているところでございます。

○重松委員 分かりました。しっかり環境を整

えていただいて、また進めていただきたいと思

います。

○日髙委員長 ほかに。よろしいでしょうか。

一点、財政課長に要望です。

先だって常任委員会で、７ページに載ってい

ますエアコンや冷蔵庫といった、省エネ家電導

入事業は、環境森林部の担当だということです

が、多分、受付が８月末か９月頃になるのでは

ないかという話でした。せっかく県民にとって

いい事業を出してもらったのに、夏場を過ぎて

しまうなということになると、やっぱり県民か

ら批判が出るのではないかということも、懸念

しています。

できれば遡及してできないのかという話をし

ておりましたら、それは予算執行上、無理では

ないでかという話でありました。多分、環境森

林課のほうから相談があると思います。せっか

くいい予算で、県民みんな期待していると思い

ますので、ぜひ再考していただくように一つだ

け要望しておきます。

それでは、他にありますでしょうか。よろし

いでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって終わり

たいと思います。

執行部の皆さんは御退席頂いて結構です。あ

りがとうございました。

暫時休憩します。

午前11時29分休憩

午前11時31分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

まず、協議事項（１）の県内調査についてで

あります。

まず、７月25日・26日に実施予定の県南調査

ですけれども、お手元に配付の資料を御確認く

ださい。

前回の委員会におきまして、調査先について

御一任を頂きましたので、御覧のような日程案

を作成いたしました。

まず、７月25日の午前に、青島における開発

や取組、青島観光のコロナの影響等について、

そして、午後には日南市企業連携協議会の人材

確保と育成の取組について、都城農業協同組合

の物価高・原油高の影響とその対策、農業振興

等について調査を行う予定としております。宿

泊先は都城市内を予定しております。

26日には、午前中に大和フロンティア株式会

社の物価高騰等における取組について、午後は

小林まちづくり株式会社のコロナ禍の影響と観

光の創生の取組について、調査を行う予定です。

この県南調査につきましては、調査先との調

整も進めさせていただいておりますので、でき

ればこの案で御了承をいただきたいと思ってい

るんですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定させ

ていただきます。

なお、諸般の事情により変更が出てくる場合

もありますので、正副委員長にその際は御一任

をいただきますようにお願いをいたします。

続きまして、８月29日と30日に実施予定の県
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北調査の調査についてであります。

現在、調査先について検討を進めているとこ

ろですけれども、Ｇ７で農林水産大臣も視察で

来られておられました、農業振興や食の安全に

ついて取り組んでいる綾町の松井農園を考えて

おります。それと関連して、有機農業の認証機

関である高鍋・木城有機農業推進協議会等を考

えているところであります。

次回の委員会の際に詳細をお示しをさせてい

ただきたいと思いますが、そういうことでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、次回の委員会にて、

日程案をお示しいたします。

それでは、暫時休憩いたします。

午前11時34分休憩

午前11時34分再開

○日髙委員長 委員会を再開します。

次に協議事項（２）の次回委員会についてあ

ります。

次回委員会につきましては７月20日木曜日を

予定しておりますが、委員会の内容につきまし

ては、御意見はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 特にないようですので、正副委

員長に御一任をいただくということでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 最後に、協議事項（３）のその

他で皆様から何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 では、次回の委員会は７月20日

水曜日、午前10時からを予定しておりますので、

よろしくお願いを申し上げます。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前11時35分閉会
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